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１ 事業の概要 

  当社は、平成 19年７月 12日付で一般旅客自動車運送事業の許可を取得し、同年 12

月９日から２路線の運行を開始しました。 

  また、平成 20 年２月９日からは、横浜市交通局磯子営業所及び緑営業所所管路線

の運行を受託しています。 

  なお、受託運行している事業の状況は、委託者である横浜市交通局が公表します。 

 

（１） 磯子営業所 横浜市磯子区森３丁目１－19 

     緑 営業所 横浜市緑区白山１丁目－10－１ 

  

（２） 在籍車両数 11両 

 

（３） 路線数   ３路線（磯子営業所３路線） 

           ６１系統（磯子駅前・新杉田駅前～入国管理局前） 

           ７０系統（磯子駅前～汐見台ストアー前～磯子駅前） 

          １１７系統（新杉田駅前～ESR横浜幸浦 DC前～新杉田駅前） 

 

 

２ 輸送の安全に関する基本的な方針 

事業開始以来、当社安全方針に沿って事業を運営してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           横浜交通開発株式会社安全方針 

 

  私たちは、安全な運行の提供がお客様への最大のサービスであることを認識し、 

どなたにも安心してご利用いただける公共交通をめざします。 

 

１ 安全意識を高く持ち、決められたルールを深く認識し、しっかり守ります。 

 

２ 安全を維持し向上させていく取組を常に見直し、改善に努めます。 

 

３ 安全な車両・設備などの提供に努めます。 

 

４  日ごろからコミュニケーションを活発にし、安全第一の職場風土を築きます。      
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３ 令和７年度の主要な自動車事故削減目標の達成状況 

    

４ 自動車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計 

  自動車事故報告規則第２条に規定する事故はありませんでした。 

 

５ 令和７年度の輸送の安全を確保するための取組について 

当社では年間６回の定期研修に加え、当社が独自に行っている振り返り研修、事故

未然防止研修を行い、日々の輸送の安全が確保できるように、取り組んでいます。 

このほかにも、安全に関する内部監査、お客様へ質の高いサービスを提供するため、

外部委託添乗調査を実施して、乗務員へ評価・指導を行い、より快適に、安心してお

客様にご利用いただけるよう、乗務員のレベルアップに努めています。 

また、車内事故を抑制するためにバス車内床面に注意喚起ステッカーを貼り、車内

事故防止に努めています。 

 

(１) 振り返り研修 

振り返り研修は令和４年度から開始し、令和６年度までに全乗務員が実践的

な実車研修を受講しました。この振り返り研修は、乗務員がこれまでの業務を

振り返り、自分自身を客観的に見つめ直す機会としています。 

なお、令和７年度からは、カリキュラムを一新し、お客様サービス向上や安

全の取組について研修を行っています。 

 

    

度統計 
達成状況 

歩行者・自転車との接触事故 撲滅 ０件 達成 

車内事故（発車反動・ドア挟圧） 撲滅 ０件 達成 

静止物（車両・施設）への接触事故 撲滅 ２件 未達成 

事故削減目標・目標件数 

令和６年 
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(２) 事故未然防止研修 

輸送の安全確保は運輸事業の根幹を成すもので、利用者である市民の皆様に

信頼される輸送サービスの実現を目指し、安全確保のため、事故未然防止研修

を実施しています。 

実車研修では View Tracker3（視線追尾システム）を使用して、安全確認時の

視線移動状況について検証するとともに、安全確認の方法について指導改善を

行い、事故防止に役立てています。 

なお、研修時に適性診断を実施し、個人の特性を把握し、乗務員にアドバイ

スを行い、安全運転に役立てています。 

 

【一般適性診断】              

 【View Tracker3（視線追尾システム）】 
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(３) 死角体験研修 

バスの死角は、乗務員が視認できない部分であり、特に交差点や発進時に 

危険を伴います。当社では死角体験研修を実施し、バスの死角に潜む危険を 

回避する確認方法のトレーニングを全乗務員に実施しています。 
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(４) 添乗調査の外部委託について 

公平性を確保するため、当社では第三者による客観的な評価を取り入れ、専門

業者による外部添乗調査を実施しています。外部の視点を加えることで、運転技

術や接遇面の課題をより正確に把握でき、日常業務では見落としがちな改善点を

明確にできます。 

調査結果は社内全体で共有し、事故防止につながる運転操作の見直しや、サー

ビス品質向上に向けた接遇改善に役立てています。こうした取り組みを継続する

ことで、安全性とサービス品質の両面で向上を図り、利用者の皆さまにより安心

してご利用いただける環境づくりを進めています。  

  

 

 (５) 車内注意喚起ステッカー 

      近年、バス車内において、発車時や停車時の反動による転倒・負傷事故が増加

傾向にあります。特に、立ってご乗車されているお客様や、つり革・手すりを十

分にお持ちでないお客様が、車両の揺れによりバランスを崩されるケースが多く

見受けられます。こうした状況を踏まえ、当社では車内での安全意識をより高め

ていただくことを目的として、バスの床面に注意喚起ステッカーを新たに掲出い

たしました。ステッカーは、お客様の視界に入りやすい車内中央部など、特に事

故が発生しやすい位置に配置しており、メッセージを明確に伝えるデザインとし

ています。 
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(６) 輸送の安全に関する内部監査 

      安全マネジメントの状況を確認するため、適切な時期を定めて、輸送の安全に

関する内部監査を新たに実施しました。また、重大な事故、災害等が発生した場

合には緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施します。 

内部監査の結果や改善すべき事項があった場合、もしくは輸送の安全確保のた

めに必要と認める場合には、輸送の安全確保のために必要な改善に関する対策を

検討し、是正措置または予防措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 事故防止対策会議 

      事故防止対策会議は、発生した事故やヒヤリハット事例について情報を共有し、

原因を正確に把握したうえで、再発防止策を検討・決定するための重要な取り組

みです。 

この会議は、安全管理をより強化するために重要な役割を担っており、PDCAサ

イクルの「評価（Check）」と「改善（Act）」にあたる活動となります。 

また、会議を通じて社員全体の安全意識を高め、組織として事故のリスクを減

らし、安全性の向上につなげることを目的としています。 
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６ 継続的な改善の取組 

輸送の安全の取組の実施について、経営トップを含む経営層及び経営管理部門に

対して概ね年３回報告し、輸送の安全に関する考えを聴き取るとともに、安全管理

体制が適切かつ有効に機能するための必要な指示を反映させることで、継続的な改

善に努めています。 

また、経営層は定期的に営業所の巡視等を行い、双方向のコミュニケーションを

図っています。 

 

《実施状況》 

 令和７年 ４月 10日 令和６年度振り返り・令和７年度取組方針 

   ７年 10月 15日 令和７年度上半期振り返り 

   ８年 １月 30日 外部添乗、全体報告会 

   ８年 ３月 12日 令和７年度下半期振り返り 

   ８年 ４月 ９日 令和７年度振り返り・令和８年度取組方針 

 

７ 令和 8 年度の安全の取組 

（１）令和 8 年度安全重点施策到達目標 

重大事故に直結する可能性の高い事故の防止を目標とします。 

 

歩行者・自転車との接触事故の撲滅 

 

（２）主な安全重点施策 

    

○ 厳正な点呼の実施 

    乗務員は、ひとたび営業所を出ると運行管理者の目の届かないところで業務

を行います。厳正で確実な点呼を実施し安全で安心な運行の提供に努めます。 

 

○ 事故防止のための様々な研修の実施 

     当社で行う研修では、振り返り研修、事故未然防止研修及び入社半年後に行

うフォローアップ研修など各種研修に力を入れ、事故防止に取り組んでいます。 

 

 

（３）健康起因事故の防止の取組 

 

○ 乗務員の健康管理の充実 

     社員の健康こそが安定的な会社運営の原点と捉え、健康経営宣言を行うこと

で、会社としての健康経営への取組を明文化し、社員向けに発信するとともに、

当社ホームページへ公表しました。こうした社員の健康増進の取組によって、

令和８年４月に横浜市健康経営認証（クラスＡＡ）を取得することができまし

た。 
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○ 健康に起因する事故の撲滅 

     健康診断、脳ドック、ストレスチェック及び睡眠時無呼吸症候群（SAS）の

検査を着実に実施するとともに、カウンセリング窓口による相談機能の充実や、

産業医や保健師との連携によるチェック体制の強化等、社員の健康増進に努め

ました。その結果、健康に起因する事故は発生しませんでした。 

 

 

 

 《参考》疾病予防及び疾病の早期発見・早期治療を促進する当社独自の取組例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  《参考》横浜健康経営認証 認証マーク（令和８年４月から） 
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令和 8 年 4 月 1 日現在 



12 

 

 

（目的）  

第 1条 この規程（以下「本規程」という。）は、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、

もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。  

（適用範囲）  

第 2条 本規程は、当社の一般旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。  

（輸送の安全に関する基本的な方針）  

第 3 条 代表取締役は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において

輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾ける

など現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹

底させる。  

2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善（Plan Do Check Action）を確実に実施し、

安全対策を不断に 見直すことにより、全社員が一丸となり絶えず輸送の安全性の向上に努める。ま

た、輸送の安全に関する情報について積極的に公表する。  

（輸送の安全に関する重点施策）  

第 4条 前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。  

(1) 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められ

た事項を遵守すること。  

(2) 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。  

(3) 輸送の安全に関する業務の点検を行い、必要な改善措置又は予防措置を講ずること。  

(4) 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。  

(5) 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。  

（輸送の安全に関する目標）  

第 5条 前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。  

（輸送の安全に関する計画）  

第 6 条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保する

ために必要な計画を作成する。  

（代表取締役の責務）  

第 7条 代表取締役は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。  

2 代表取締役は、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講ずる。  

3 代表取締役は、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認

し、必要な改善を行う。  

（安全管理体制）  

第 8 条 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、重大な事故、災害等に対応する

場合も含め、安全管理体制図（別図 1）による。 

（輸送の安全に関する重点施策の実施） 

第 9 条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の

安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。 

（輸送の安全に関する情報の共有及び伝達） 

第 10条 代表取締役と運行管理者や運転手などとの双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送

の安全に関する情報が、適時適切に社内において伝達され共有されるように努める。また、安全性

を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適

切な対処策を講ずる。 

（事故、災害等に関する報告連絡体制） 
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第 11条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は事故・災害

等発生時の報告体制図（別図 2）に定めるところによる。 

2 事故、災害等に関する報告が、代表取締役又は、社内、及び横浜市交通局の必要な課等に速やかに

伝達されるように努める。 

3 代表取締役は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第１項の報告連絡体制が十分に

機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。 

4 自動車事故報告規則（昭和 26 年運輸省令第 104 号）に定める事故、災害等があった場合は、報告

規則の規程に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。 

（輸送の安全に関する教育及び研修） 

第 12条 第５条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研

修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。 

（輸送の安全に関する業務点検） 

第 13条 代表取締役は、安全マネジメントの実施状況等を確認するため、少なくとも１年に１回以上、

適切な時期を定めて輸送の安全に関する業務点検を実施する。また、重大な事故、災害等が発生し

た場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊

急に輸送の安全に関する業務点検を実施する。 

2 代表取締役は、前項の業務点検が終了した場合はその結果、改善すべき事項が認められた場合、輸

送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の改善措置又は予

防措置を講ずる。 

（輸送の安全に関する業務の改善） 

第 14条 代表取締役は、社員から事故、災害等に関する報告があった場合、若しくは輸送の安全の確

保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し改

善措置又は予防措置を講ずる。 

2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よ

りも更に高度の安全の確保のための措置を講ずる。 

（情報の公開） 

第 15条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動

車事故報告規則第２条に規定する事故に関する統計については、毎年度、外部に対し公表する。 

2 運輸規則第 47 条の７に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に

報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。 

（輸送の安全に関する記録の管理等） 

第 16条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。 

2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災

害等の報告、業務点検の結果、及び改善措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。 

（輸送の安全に関する協力体制） 

第 17条 管理の受委託の実施にあっては、受託者及び委託者は相互に協力、連携して輸送の安全性の

向上に努めるものとする。 

附 則 

この規程は、平成 19年 12月 3 日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 20年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和 ７年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和 ８年 4 月 1 日から施行する。 
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令和８年４月１日 

別図 1(第８条) 

安全管理体制 

磯子営業所統括運行管理者 

(副所長) 

緑営業所教育指導係長 磯子営業所教育指導係長 

磯子営業所整備管理者 緑営業所整備管理者 

緑営業所運行管理者 磯子営業所運行管理者 

専務取締役 

代表取締役 

緑営業所統括運行管理者 

(副所長) 

総務課 

                                               

                        

磯子営業所安全管理者 

(営業所長) 

緑営業所安全管理者 

(営業所長) 

横浜交通開発運輸課 
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令和８年４月１日 

事故・災害等発生時の連絡体制 

 

 

別図２(第 11 条) 

企画調整係長 

営業所 

統括管理係長 

運輸課長 

総務課長 

専務取締役 

代表取締役 

安全対策係長 

運輸課担当課長 


